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２０２６年度ベビーシッター利用育児支援に

登録される方へ 

 

本部ダイバーシティ推進課

２０２６年度ベビーシッター利用育児支援事業の登録受付開始について（通知） 

２０２６年度のベビーシッター利用育児支援事業の登録及び割引券の申請受付を、２０

２６年３月３０日（月）より開始いたします。利用登録は年度ごとに受け付けておりますので、

２０２５年度までに登録された方も、２０２６年度に利用を希望される場合は改めて申請をお

願いいたします。 

なお、割引券の交付開始は、２０２６年４月１６日（木）以降を予定しております。 

 
本年度の同支援事業については、昨年度と同様、機関としての利用に大きな制限が設けられ

ております。この影響により、本学においては下記の通り運用してまいります。 

 

＜２０２６年度の運用方法＞ 

○発券された割引券の利用可能日は、本学の購入申込日以降となります。 

例）本学が５月 1日に購入申込をし、５月１０日に保育サービス協会から発券された場合 

⇒５月１日以降のベビーシッター利用分に適用可能 

○承認事業主ごとの追加申込可能時期及び１回の申込可能枚数に制限がかけられます。 

・１回目 初回に申し込める枚数の上限は２００枚（年度限度枚数の１／２４） 

（以降も、１回あたりの申込上限枚数は２００枚です。） 

・２回目 １回目に申し込んだ枚数の８割が利用済になった時点で、追加申込が可能 

・３回目 １回目の申込枚数の８割と、それ以前の申込枚数の１０割を合計した枚数が 

利用済となった時点で、追加申込が可能 

・それ以降 直近の申込枚数の８割と、それ以前の累計申込枚数の１０割を合計した枚数が利用済 

となった時点で、追加申込が可能 

 
つきましては、利用を希望される方は、必ず資料１「2026 年度ベビーシッター支援事業

について」をお読みいただき、本学の運用について同意いただいたうえで、利用登録申請

をお願いいたします。こちらの運用方法に同意いただくことが、本事業ご利用の条件とな

ります。 

今年度のスケジュール（予定）は資料２の通りです。こちらも併せてご確認ください。 
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